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令和４年度 

 

八代市議会 議会運営委員会 視察報告書 

 

 

■視察日程 

  

  令和５年２月８日（水）～２月１０日（金） 

 

■視察先 

 

    ２月 ８日 午後 東京都町田市 

    ２月 ９日 午前 東京都渋谷区 

    ２月１０日 午前 東京都武蔵野市 

 

■視察参加者 

  【委員会】 委 員 長 橋本 幸一 

        副委員長 増田 一喜 

        委  員 上村 哲三 

        委  員 大倉 裕一 

        委  員 金子 昌平 

        委  員 田方 芳信 

        委  員 谷口   徹 

        委  員 古嶋 津義 

        委  員 山本 幸廣 

        議  長 成松由紀夫 

 

  【随 行】 市議会事務局書記 島田 義信 

           〃     森田  亨 
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■視察先及び目的 

  １．東京都町田市 

   『議会 ICT 化について』 

   （調査目的） 

     町田市においては、平成２８年６月に全議員にタブレット端末を配布、
９月定例会で試行、１２月定例会から議会運営にタブレット端末を導入し
ている。初年度の導入費は約４００万円であるが、人件費・紙資料等の削
減により年間約４７６万円の予算削減効果を創出している。 

     本市においては、令和３年１２月定例会よりタブレット端末を導入した
議会運営を行っていることから、町田市の議会運営手法等を調査すること
により、議事運営の効率化に生かすものである。 

 

  ２．東京都渋谷区 

『議会 ICT 化について』 

   （調査目的） 

     渋谷区においては、平成２９年９月から副議長を座長とする議会 ICT 推
進検討会を重ね、令和元年定例会より全議員にタブレット端末を貸与し、
会議における資料ペーパーレス化を目指している。また、令和元年１月に
は新庁舎建設に伴い議会 ICT の環境整備を行っている。 

     本市においては、令和３年１２月定例会からタブレット端末を導入した
議会運営もなされている。あわせて、令和４年２月には新庁舎が竣工し、
３月定例会より新たな議場における議事運営を行っていることから、渋谷
区の議事運営手法等を調査することにより、議事運営の効率化に生かすも

のである。 

 

 ３．東京都武蔵野市 

『議会 ICT 化について』 

   （調査目的） 

武蔵野市においては、タブレット型端末使用基準を議会運営委員会におい
て決定し、平成３０年８月からタブレット端末を導入し、令和３年８月にタ
ブレット端末の更新を行われている。 

本市においては、令和３年１２月定例会よりタブレット端末を導入した議
会運営を行っていることから、武蔵野市の議会運営手法等を調査することに

より、議事運営の効率化に生かすものである。 
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東京都 町田市                  

 

１ 視察日   令和５年２月８日（水） 

 

２ 調査事項  『議会 ICT 化について』 

         

３ 事業概要（説明内容） 

   別紙参照 

  

《主な質疑》 

Ｑ１：議員が市民等に説明する際の利便性の向上とはどのようなものか。 

Ａ１：議員の方が市民の方と面会されて、説明をされるときに、タブレット端末

で資料をお見せしながらお話しできるということ。紙の資料や口頭で説明

されていたものをタブレット端末でお見せできるということ。 

 

Ｑ２：町田市議会端末機使用基準について、タブレット端末並びにパソコンのこ

とを規定されているが、パソコンの貸与も実施されているのか。 

Ａ２：町田市では、タブレット端末導入以前に、試しにパソコンを委員会に持ち

込むという取組を行っていたというような経緯がある。当時は、パソコン

の持ち込みは可能だが、インターネット接続は禁止としていたが、タブレ

ット端末を導入したタイミングで、クラウドからのアプリを使用するため、

その際、パソコンもインターネット通信が可能となった。そのため、使用

基準が改正となり、現行の運用となっている。 

 

Ｑ３：総務省が会議のオンライン開催について、各自治体に通知された中で、町

田市ではオンライン開催については、これからという説明であったが、方

向性はどのようにお考えか。 

Ａ３：３月定例会で委員会条例と会議規則の改正を見込んでおり、４月よりオン

ライン委員会が開催できるような形で施行予定。実際、実務的な議論は進

んでいないが、感染症の拡大でのオンライン委員会の開催を想定している。

現在、災害の部分を含めるかどうか最後の詰めを行っている。 

 

Ｑ４：本会議もオンライン化とするのか、委員会のみを対象としているのか。ま

た、メリットはどのようなものを想定しているのか。 

Ａ４：今回は、本会議も対象となるという総務省通知前に議論していたため、委

員会を対象としている。本会議は、一般質問を対象としていると認識して

いる。今後、コロナが５類に変わったときに、濃厚接触者や無症状の方の

取扱いが議論されていくと思うが、濃厚接触者と認定された時に参加でき
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ない方、無症状の方が委員会に出席できない状況があったため、それを防

ぐことができるのがメリットと考える。 

 

Ｑ５：タブレット端末に職員からのデータもいただけるということだが、市民の

方とも情報のやり取りができるのか。それについては、議員のメールアド

レスの公表をしているのか。 

Ａ５：市民の方からタブレット端末に資料データは格納できず、執行部のみ可能

としている。 

 

Ｑ６：本会議のオンライン化については一般質問のみを対象としていると理解し

ているが、委員会や本会議の表決については、第三者の関与等の有無が確

認できないことから実施困難という認識でいるが、間違いないか。 

Ａ６：我々も同様の認識でいる。第三者がいないところでのオンラインでの参加

を想定している。前提として、オンラインで参加されている方は一定程度、

他と隔離された状態で参加していただくことを想定している。 

 

Ｑ７：ホームページにおける議案カルテにおいて、委員会の請願等の継続審査、

審議未了についての取扱いはいかがか。 

Ａ７：議案カルテについては、結果が出たものを対象としている。その理由とし

ては、委員会で結果が出たものを掲載するという委員長報告をベースとし

ているため。 

 

Ｑ８：オンライン会議における病気、事故、介護を対象としているものについて、

事実確認はどのようにするのか。また、全員がオンラインでの参加も想定

されているのか。 

Ａ８：町田市におけるオンライン会議については、重大な感染症に伴うものを想

定している。そこに、災害が入って来ることを想定している。そのため、

家族の介護などは、対象としておらず、特にその他の証拠書類を求めるも

のではない。 

 

Ｑ９：議会改革の部分の高校生との意見交換について、どのようにして市政への

反映を目指しているのか。 

Ａ９：当初は、選挙権が１８歳になったということを機に、主権者教育を目的に

開始したところ。高校生からの意見の反映をどうするかが長年の課題であ

り、現在５回目となるが、最近一定の方向が見えてきたのが、意見交換会

の中で、高校生から出た意見を議員が一般質問に取り上げて、質問してい

ただく機会が出てきたということがある。意見交換会が終わった際に、実

施報告書を作成してホームページに掲載しているが、議長から市長へ手渡

しし、実施報告書の高校生からの意見に対して回答をいただくという取組
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を開始した。今後、いただいた回答を高校生にフィードバック予定として

いる。 

 

【会場風景】 
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東京都 渋谷区                  

 

１ 視察日   令和５年２月９日（木） 

 

２ 調査事項  『議会 ICT 化について』 

         

３ 事業概要（説明内容） 

   ※別添のとおり 

  

《主な質疑》 

Ｑ１： 平成２９年から議会 ICT検討会を立ち上げ、検討をされているが、ペーパ

ーレスの完全実施が出来なかった理由は。また、検討会の委員は全て議員

であるのか。 

Ａ１： 検討会の中でも事務局から試行ということで、紙資料も配付するという説

明をさせていただいている。順次、紙が不要な議員さんは、手を挙げてい

ただく方向としてしまったことが、要因と思われる。 

   検討会のメンバーは、副議長を座長とした各会派から代表者１名、無所属

議員方々が構成されている。 

 

Ｑ２： 予算書、決算書のペーパーレスの状況は。 

Ａ２： 当初から予算書、決算書は前年度と比較しながら審査を行うことから、紙

として配付するということになっている。 

 

Ｑ３： ペーパーレスが主題となると思うが、タブレット端末の資料へのメモが追

いついていかない部分がある。自身はタブレット端末を見ながら、紙にメ

モを取るというやり方をとっているが、ペーパーレスの進捗状況はいかが

か。 

Ａ３： ipad上のアプリであるサイドブックスを使用しており、アップルペンシル

を使ってメモを取る形式としているが、若い議員さんは比較的活用されて

いる。ペーパーレス化の現在の進捗状況としては、ほとんど進んでいない

と考えている。１００％紙を無しとしなければ、紙資料配付のみと比較し、

データをアップロードする作業も必要となることから、事務局の手間がか

かってしまう。そのため、ペーパーレス化の進捗状況としては５０％満た

ないと考えている。 

 

Ｑ４： 表決システムは全ての議案に採用しているのか。八代市の場合は、議案に

よって活用する動きを行っている。 

Ａ４： 基本的には、表決が必要な議案は全て表決システムを利用して採決を行っ
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ている。事務局が事前に会派を回り、議案に対する賛否を確認して、議長

の次第に掲載していく。 

 

Ｑ５： サイドブックスに議案の説明資料のアップロードは、会議前日までと伺っ

たが、理事者が直接行うのか。八代市の場合は、事務局がアップロードす

る形をとっている。 

Ａ５： 幹事長会、議会運営委員会、全員協議会などの議会の諸会議の資料は、議

会事務局の議事担当が処理を行う。本会議、委員会資料については、総務

部が議案の提出に合わせてアップロードするようにしている。委員会に関

しては、所管部から前日までにデータをアップロードする形式となってい

る。 

 

Ｑ６： 一般質問等資料のモニター表示は議会運営委員会の許可制とされているが、

内容について規約等の明文化はされているのか。 

Ａ６： 従前、モニターがない時はパネルを使われ、質問されるということも稀に

あったが、議場にモニターが設置されたことで、そこに表示するという取

扱いとなった。なお、議会運営委員会の許可制という取扱いは変わってい

ない。議会運営委員会においては、どの委員がどのような内容を表示する

かを代表者が説明する形となっている。一部の内容については、実物をモ

ニターに表示し、確認する形をとっている。 

 

Ｑ７： 本来であれば、採決時に議場外に出ることを棄権とみなすという認識でい

るが、電子表決システムにおいて、賛成・反対ボタンを押さない場合は、

棄権とみなすのか。 

Ａ７： 賛成、反対の意思表示をしない場合は、議長がボタンの押し忘れがないか

を確認し、押し忘れがないとの意思表示をされた場合は棄権とみなす。実

際の定例会の際に、意思表示をしたくないという議員がおり、議場を退席

しようとしたが、表決画面で意思表示をしなければ棄権とみなされるとい

うことが分かり、棄権とみなしたという経緯があり、先例集に記載されて

いる。 

 

Ｑ８： 自治体によっては、携帯電話等を議場に持ち込みができるところもあるが、

渋谷区議会の場合は、パソコンの持ち込みはできるのか。 

Ａ８： 議員に関しては、配付したタブレット端末に限り持ち込み可能とされてお

り、パソコンについては持ち込みはできない。ただし、モニターに資料表

示をする場合に限り、パソコンの持ち込みが可能となっている。理事者に

ついては、パソコンの持ち込みは可能となっている。 
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Ｑ９： 一般質問時に資料をモニター表示する場合、会議録にも資料を添付するの

か。 

Ａ９： 本会議でモニター等に表示した資料は会議録には添付しない。本会議録に

ついては正式に提出された議案のみを資料として添付する。 

 

【会議風景】 
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東京都 武蔵野市                  

 

１ 視察日   令和５年２月１０日（金） 

 

２ 調査事項  『議会 ICT化について』 

         

３ 事業概要（説明内容） 

   ※別添のとおり 

  

《主な質疑》 

Ｑ１：委員会に残時間表示システムを設置している理由について。 

Ａ１：委員会室については、予算特別委員会、決算特別委員会において、会派毎

に発言時間設定されているため、可動式の残時間表示システムを設置して

いる。 

 

Ｑ２：議会だよりを全戸配布されているが、配布方法について。 

Ａ２：議会だよりについては、武蔵野市報とともにシルバー人材センターに業務

委託。市報が月に２回配付されているが、議会だよりは年４回配布する形

式とし、本契約の付属として委託していることから、通常より安価である。 

 

Ｑ３：執行部について、本会議場、委員会室などへのタブレット端末、パソコン

等を持ち込み禁止とされているが、その理由について。 

Ａ３：議会がタブレット端末を導入する際に、執行部に一緒に進めてはとの持ち

かけをしたが、断られた経緯がある。そのため、現在は議会のみがタブレ

ット端末を導入し、持ち込みを許可している。 

 

Ｑ４：以前、サイドブックスを利用されており、現在、モアノートというアプリ

を利用されているということで、機能的な差異、利点等があれば御教示い

ただきたい。 

Ａ４：当初、サイドブックスを利用した経緯としては、プロポーザルを実施し、

業者を選定したが、応札した企業が１社だけであった。当時は、サイドブ

ックスは使いやすいシステムとして運用していたが、今年度の夏に事業者

を変更時にプロポーザルを実施した際には、ほかの企業のアプリも機能的

に追いついてきたという印象がある。現状は各社様々な機能を搭載してお

り、機能的に大きな違いはないと考えている。今回、モアノートを採用し

た理由の一番大きな要素は、金額であり、他社と比較し倍以上違う点であ

った。サイドブックスとモアノートの大きな違いは、外出先で違う端末で

使う際、モアノートの場合、パソコンでの使用時にアプリをインストール
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する必要があり、ログインの手間がかかるということ。また、モアノート

の場合は、キーボード入力ができないこともある。インターフェースの違

いについては、好みかと思われる。 

 

Ｑ５：一般質問等の資料表示について、モニター表示をしていない理由は何か。 

Ａ５：本会議場には、現在、傍聴席まで見えるような大型モニターが設置されて

いない。武蔵野市では、議場が広いこともあり、全体的に見えるようなモ

ニターを設置する場合は、かなり大きなモニターが必要となる。 

 

Ｑ６：議会だよりの配布をシルバー人材センターに委託している金額は。 

Ａ６：武蔵野市は、非常に狭い地域において人口密集地であるという特殊事情が

あることから、シルバー人材センターに委託が可能と考えている。議会だ

よりの全戸配布については、約９万部発行しており、年５回分で２８０万

円程度である。来年度は改選が予定されており、臨時報を含め、年５回分

という形である。 

 

Ｑ７：タブレット端末を利用したペーパーレス化の進捗状況はいかがか。 

Ａ７：現状は、正直ペーパーレス化については、あまり進んでいない状況。会議

の開催通知は、タブレット端末にデータで通知している。本当にペーパー

レス化を図るのであれば、執行部との調整が重要と考える。執行部の資料

がデータにならない限り、ペーパーレス化は困難。武蔵野市文書管理規則

は紙が基本となっているため、ペーパーで出さざるを得ない。現状は、紙

とデータを併用している状況。なお、議案についてはデータ化されている

が、事項別明細書などはデータ化されていない。 

 

Ｑ８：執行部におけるペーパーレス化の考え方はいかがか。 

Ａ８：執行部のほうもペーパーレス化を考えており、文書管理規則の改正も予定

している話は聞いており、コロナ禍ということもあり、進んだものと考え

ている。 

 

Ｑ９：議会のオンライン化を進めていかれるとのことだが、委員会のオンライン

の進捗はいかが。 

Ａ９：オンライン会議については、議会改革における議題となっているが、委員

会のオンライン化までは実現していない。背景として、市域が狭いという

特殊事情もあるが、コロナで参集できないこともあり、必要性については

認識されているが、４月の改選の議員構成次第では議論が進むかもしれな

い。コロナ禍において、なお、熊本市が１人１台のコンピューター端末を

導入されていたことから、委員会視察として公式にオンライン視察を行っ

た。 
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【会場風景】 
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＜＜各委員所見＞＞ 
 

 






























































































